
平成２５年６月２６日 

＜報道関係者各位＞ 

 京都司法書士会 

「成年被後見人の選挙権の行使に関する成年後見人の行動指針」制定の件 

 

京都司法書士会では、今般の公職選挙法の改正により、選挙権が回復された成年被後見人の選挙

権の行使につき、成年後見人としての投票支援の在り方等につき、当会会員の行動指針を別添のと

おり制定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

制定の趣旨 

 御案内のとおり、平成２５年５月２７日、成年被後見人の選挙権をはく奪していた公職選挙法第

１１条第１項第１号の規定を削除する改正法が成立しました。これに伴い、全ての成年被後見人が、

次の参議院議員選挙から選挙権を行使することが可能となりました。このため、家庭裁判所の審判

により成年後見人として選任され、その業務を行っている当会会員に対し、投票支援の在り方、不

正の防止など、成年後見人としての職務遂行上必要となる指針を制定し、周知するものです。 

 平成２４年度の最高裁判所統計を見ますと、後見開始の審判申立件数は２８，７４２件（昨年比

９．９％増）うち、第三者後見人として司法書士が成年後見人に選任された件数は、６，３８２件

で、次いで弁護士４，６１３件、社会福祉士３，１１９件となっており、成年後見の分野において

司法書士は、大きな役割を担っています。京都家庭裁判所における数字は、公表されていませんが、

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート京都支部平成２４年度統計（９月末時点）によ

りますと、６２０件の支援を当会会員が行っております。 

 成年後見人は、月次の入出金の管理などの財産管理業務と、介護計画の検討や施設入所契約など

の身上監護業務を中心に、本人を代理して業務を行っております。 

今回の成年被後見人の選挙権行使については、成年被後見人独自の判断と行動を原則とするもの

であり、成年被後見人を代理する業務とは異なり、積極的に関わるべき性質の業務ではないと考え

ます。しかしながら、成年被後見人が選挙権行使に意志を見せながらも、成年後見人の支援がなく

ては、せっかく回復された選挙権の行使をすることができないことになる場合があります。 

そこで、選挙権の行使を希望する成年被後見人の支援の在り方について、成年後見人の行動指針

をまとめ、当会会員に対して周知することにいたしました。 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 本件に関するお問合せ先 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

京都司法書士会 広報部長 浅井 健 

e-mail  kinrin@nexyzbb.ne.jp 

TEL：０７５－７６２－０４２１（個人事務所） 

FAX：０７５－７６２－０４２２（同上） 

 

京都司法書士会 

京都市中京区柳馬場通夷川上る五丁目２３２番地の１ 

     TEL：０７５－２４１－２６６６  FAX：０７５－２２２－０４６６



 

「成年被後見人の選挙権の行使に関する成年後見人の行動指針」 

 

１．京都司法書士会の会員は，成年後見人に就職した場合には，投票意思を有する被後見

人の選挙権の行使について，適切に支援するものとする。 

２．前項の場合において，特定の政党や候補者への投票を誘導してはならない。 

３．不正な投票が行われようとしていることを知った場合には，告発等をすることにより，

不正を防止するように努めるものとする。 

 

 

【補足説明】 

１．投票支援について 

被後見人に対して，公職選挙法の改正により選挙権の行使が可能となったことを知らせ

るものとする。「選挙に行こう」という推奨はしない。選挙が行われる都度，選挙があるこ

とを知らせる必要はない。 

成年後見人の職責として，被後見人の選挙権の行使については，あくまで中立的な立場

を保持すべきである。被後見人からの支援の申し出がない限り，成年後見人の側から特段

の働きかけはすべきでない。 

 被後見人から支援の申し出があった場合には，投票意思の有無を確認した上で，適切な

投票方法の選択等，選挙権行使のための道筋をつけるべく手続面の補助を行う。ただし，

同行すること等を要するものではない。 

 

 

２．特定の政党や候補者への誘導の禁止 

 投票支援は，あくまで手続面の補助を行うにとどまるものであり，特定の政党や候補者

への投票を誘導してはならない。 

特定の政党や候補者の集会に参加するように，被後見人を誘ってはならない。 

 

 

３．不正防止について 

 被後見人が他者の支援を得る等により選挙権の行使を行うか否かについて，積極的に確

認することは必要ではない。すなわち，不正防止に向けて，積極的に関与することまでは

必要ではない。ただし，成年後見人は，被後見人の権利を擁護するため，不正な投票が行

われようとしていることを知った場合には，告発等をすることにより，不正を防止するよ

うに努めるものとする。 

 


